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第１章



療養食加算は算定していますか？

療養食加算を算定している施設

療養食を準備していない理由は？

取り組むなら今がチャンス！

療養食加算の変遷

•
•
•

•

•



目次



Ⅰ 献立を考える前の準備



（１） 入所者の傾向を把握する

①給与栄養目標量計算

②荷重平均成分表作成

使用ツール
•

•

1. 目標栄養量の算出

◎手 順





（２） 成分栄養で考える（ＰＦＣバランス）

施設基準 から
たんぱく質、脂質の割合を調整する

ポイント！

例）給与栄養目標量算出表の計算値が
1500kcal たんぱく質65g 脂質30g の場合

•

•

•



法

法

◎糖質を60％以下にするのはなぜ？





ポイント！



高齢者糖尿病の血糖コントロール目標

•
•
•
•
•



•

•

◎糖尿病の栄養素摂取比率

★糖尿病があっても カレーや揚げ物は食べていいのか？

いいです 調整できれば問題ありません









（３） 主食の基準量を決める

kcal

20

40

80

160

240

320

米の量を同じにすれば主食形態が変わっても栄養量は維持できる
他の主食も同様の方法で考え方て提供量を見直す

（４） 副食１食当たりの栄養価を把握

例） 施設基準を1500kcal たんぱく質70g 脂質35g 糖質225gにした場合

①主食の基準をごはん150g（米67g、糖尿病食品交換表3単位）にすると

→

１食あたりの副食エネルギーの目安



②主食の基準をごはん100g（米45g、糖尿病食品交換表2単位）にすると

１食あたりの副食エネルギーの目安

例） 施設基準を1500kcal たんぱく質70g 脂質35g 糖質225gの場合

①は3食の食事だけで栄養量が充足できるが、間食があるとエネルギーが
過多になる



（５） 基準栄養量に基づき献立を作成

•

•

厳守

例）目標栄養量

 献立は立て直す必要はなく、既存の献立を見直していく

→1食あたりの栄養量の差異が大きい献立を調整

•
•
•
•

 主食の提供量見直しにあたっては、多職種からの意見を参考にして
調理担当者と実施できるところを調整する

（６） 献立の実施

1. 予定献立表

2. 実施献立表



Ⅱ 献立作成のポイント



献立作成時の注意事項






•



•

•

•

•

•



減塩に関する考慮事項

☞

☞

☞

☞

☞

☞

※にくにくしい、ぎょうぎょうしい、らんらんしている、まめまめしい
肉肉 魚魚 卵卵 豆豆

アブラギッシュな献立の見直し







咀嚼しにくい方、食事でむせる方が食べにくい食品

特徴 食べにくい食材・料理

食品別・食べやすくするひと工夫



Ⅲ 療養食への展開方法



療養食加算が算定できる病名と留意点

ニュートリー(株)HP 「医療従事者お役立ち情報」より改編

療養食を作成するにあたって

















１ 糖尿病（エネルギー調整）

◎糖尿病の食事療法

※食事療法の考え方

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

★アルコール量の計算式

•

◎糖尿病予防の結果が報告されている食習慣

 食物繊維が多い野菜やたんぱく質性食品を主食より先に食べ、よく噛んで食べる

 遅い時間帯の夕食摂取、就寝前の夜食

 朝食欠食



２ 腎臓病（たんぱく調整・塩分調整）

◎慢性腎臓病（CKD）の食事療法

※慢性腎臓病ステージによる食事療法基準



※たんぱく質制限が必要なのはなぜ？

）

たんぱく質

燃
焼

＋

窒素化合物

腎臓からしか
体外へ排出されない

症状に応じて水分摂取を促す

※エネルギーアップが必要なのはなぜ？



３ 心臓病（エネルギー・塩分調整）

◎減塩に糖質の適量摂取制限が必要なのはなぜ？

減塩を考える場合、食塩だけでなく糖質摂取量にも注意が必要



４ 脂質異常症（エネルギー・脂質調整）

５ 潰瘍食・低残渣食（脂質・繊維調整）

６ 貧血食



◎CKDの重症度分類

７ 糖尿病性腎症（エネルギー・たんぱく調整）



Ⅳ 衛生管理



※

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

30 201



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenko
u_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html



事業者団体が作成した手引書とは

衛生管理計画の作成方法



施設で衛生管理計画を作成・実行するにあたっての注意点

•

•

以下の場合は食品衛生法の規定の対象となります

•

•

•

•

•





ユニット等で調理業務に従事する介護職員等の
検便実施の目安について

根拠通知

別添：「営業者が実施する自主検査等の目安」より

※検便は、あくまでも毎日の健康確認を補完するものであることに留意



◎食中毒予防の３原則

① 微生物をつけない・・・「洗う！分ける！」
•

•

•

② 微生物を増やさない・・・「低温保存！早めに提供！」
•

•

•

•

③ 微生物をやっつける・・・「加熱調理！殺菌！」
•

•

•

食品衛生

( )
20℃ 2 ※2 / )



。

◎手洗いの方法



食事内容の充実と効率よく療養食加算を
算定するための工夫

















HACCPに沿った衛生管理の実施








